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宮崎海岸侵食対策検討委員会 第 5 回技術分科会 

平成２２年９月３０日(木) 9:00～12:00 JA AZM ホール 別館 302 研修室 

 

Ⅰ．技術分科会の進め方  

特になし 

 

Ⅱ 報告事項 

1. 市民談義所の開催状況 

委 員 ：市民談義所については、3 月に第 8 回を開催後、口蹄疫の影響で、第 9 回の開

催が 8 月と間が空いてしまった。 

      8 月に、専門家との意見交換ができ、これは宮崎海岸では初めてだったことも

あり、非常に有意義であったと考えている。当日は、資料 5-1 p.9-11 に示さ

れている意見交換の概要に加え、市民からは、専門家でない市民に分かりや

すい説明のしかたを求める意見、もっと多くの市民が参加しやすいような開

催方法を求める意見があった。常々気をつけている部分ではあるが、まだ改

良の余地があると考えているところである。 

 

2. 養浜及び各種調査関連の実施状況 

委 員 ：資料 5-1 p.19 トレーサー調査について、動物園より北側の砂浜の存在しな

い部分に採取した底質の中からトレーサーが見つからなかったことを示す

「N」のマークがあるが、そもそもこれらの場所では底質の採取はできたのか。

採取不可能だった場所はないのか。 

 

事 務 局 ：採取は表中の全地点で実施している。砂浜のない箇所も、消波ブロックの前

まで入り底質を採取している。 

 

委 員 ：資料 5-1 p.19 トレーサー調査結果によると、投入（3 月）から 7 月までの

間にトレーサーは北側に移動しているようだが、この間の波浪条件とは整合

しているのか。 

 

事 務 局 ：技術検討資料 5-1 p.1 に H20 年養浜以降の外力を整理している。6 月、7 月

に南から北へ向かう波浪が卓越していたことが確認されているので、トレーサ

ーの移動と整合していると考える。 

 

3. 委員会、技術分科会等指摘事項への対応状況 

委 員 ：資料 5-1 p.21 波浪統計期間による予測結果の変化について、地形変化シミ
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ュレーションの条件として H21 年度の波浪条件を加えても結果が有意には変

わらないのは理解した。 

      p.28 波浪エネルギーフラックスの整理で、年間エネルギーフラックスとして

欠測分を抜いたままにしたものと測得率 100%に換算したものを出している

が、シミュレーションの外力として使っている波は測得率 100%換算したもの

にあたるのか。そうでなければ、侵食量を過小評価している可能性はないか。 

 

事 務 局 ：シミュレーションの外力として使っている波は、得られたデータから欠測値

を抜かしてエネルギー平均波を出して、それを365日間作用させているので、

測特率 100%換算したものに当たる。 

 

委 員 ：了解した。ただし、平成 9 年や 16 年などは平均に比べると 3～4 割総エネル

ギーが大きい。今後、年によっては予測している平均的な地形変化よりも大

きな変化が生じる可能性があることを考えておく必要があるかと思う。 

 

委 員 ：同じ資料で、測得率が低いため総エネルギーが一見小さく見える年がある。

これは、近海に大型台風が来る等で大きな波が来て、計測器が観測できない

状態になってしまったという解釈をするのが妥当なのか。 

 

事 務 局 ：確認する。 

 

委 員 ：資料 5-1 p.27 の宮崎港周辺の土砂堆積状況の図で、第 4 回技術分科会資料か

らの見直し内容を説明してほしい。 

 

事 務 局 ：H21 年 3 月と H22 年 3 月のデータを追加した。前回からの修正点は下記二点

である。 

      ・前回は測量範囲が過去の集計範囲と異なる宮崎河川国道事務所測量のデー

タを用いて土量変化を計算していたが、今回は過去と集計範囲が同一である

宮崎港湾・空港整備事務所が測量したデータに統一した。 

      ・前回新たに追加した 3 時期分のデータの測量基準面がずれていたのを修正

した。 

 

委 員 ：資料 5-1 p.28 で宮崎港沖、宮崎港防波堤沖という 2 地点の波浪観測地点につ

いて整理しているが、今年から調査を始めている「宮崎海岸（ネダノ瀬）」地

点の波浪観測状況を教えてほしい。 

事 務 局 ：宮崎海岸沖水深 21m 地点の「ネダノ瀬」で波浪観測を実施している。また、
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宮崎港防波堤沖でも継続して波浪観測を実施している。時系列を見る限り、波

高・周期は似た傾向を示しているが、相関図を取ると宮崎港防波堤沖と宮崎海

岸（ネダノ瀬）の波向は南からの波ほどずれが生じていることが分かった。今

後も継続して観測するとともに分析を進める。 

 

Ⅲ 検討事項 

1. 宮崎海岸の特徴（防護、環境、利用） 

委 員 ：宮崎海岸の成り立ちは、小丸川・一ツ瀬川・大淀川からの大量の土砂供給、

海面低下（6,000 年のスパンで見た場合）、長期的な隆起がもととなっており、

砂丘地が広がったものである。よって、海岸背後のゴルフ場も含めて一帯全

部が砂丘地であるため、資料 5-1 p.31 のような砂丘位置の整理や、資料全編

にわたって砂浜に面した崖の部分を「砂丘」と呼んでいることについては違

和感がある。砂丘の海岸線に面した部分は「浜崖」と呼ぶべきではないか。 

 

事 務 局 ：表現を修正する。 

 

委 員 ：資料 5-1 p.31 で、一ツ瀬川河口部と石崎川河口部が「環境上重要な場」と位

置づけられているが、このように書くとそのほかの場所が重要でないように

見えてしまう。検討委員会では、全域で利用と環境に配慮して検討を進めて

いきたいという前提があるので、表現を修正したほうがいいのではないか。 

 

事 務 局 ：表現を修正する。 

 

2. 宮崎海岸の侵食対策の目標 

委 員 ：資料 5-1 p.36 に、浜幅の定義として「汀線位置から既設護岸の法肩、もしく

は砂丘・浜崖の頂部までの間隔」と書いているが、市民の感覚としては浜幅

は汀線位置から護岸や浜崖の基部までを思い浮かべるのではないか。市民に

は詳しく説明するよう気をつけてほしい。 

 

事 務 局 ：p.39-41 に浜幅の取り方を模式図で示している。市民に対してはこちらの模式

図を用いて説明したい。 

 

委 員 ：資料 5-1 p.41 大炊田区間の防護目標イメージに、「砂丘(浜崖)の頻繁な後退」

を防止することを挙げているが、浜崖の後退について目標をどう設定するのか。

頻繁でない後退ならば許容するのか。 
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事 務 局 ：頻繁でなければ、養浜のやり方を工夫することなどで対応できるのではない

かと考えている。 

 

委 員 ：「これ以上の後退を防止」、「急激な後退を防止」、「頻繁な後退を防止」それぞ

れの言葉で目標が違ってくる。これまでの経験で、台風等で浜崖が急激に後退

すると災害復旧で護岸ができるなど、自然の状態で砂浜を残すことは難しくな

ることが分かっている。一方で、要望として砂丘地として形成されてきた海岸

を自然のまま残したいということもある。それを両立させるにあたり、目標と

して「頻繁な後退を防止する」と書くことで十分かが気になる。この場で決め

る必要はないと思うが、関係各機関と共有できるよう、丁寧な説明にしたほう

がいいかと思う。 

 

事 務 局 ：御指摘の点について検討した上で関係機関と調整する。 

 

委 員 ：防護目標の浜幅について、資料 5-1 p.36 で浜崖範囲では浜幅の基準を浜崖の

肩と定義しているが、この基準は浜崖が後退すれば変動する位置である。実

際はある年の浜崖の肩を基準線とするのか。 

 

事 務 局 ：p.36 で整理している「現況汀線」と同様に、H20 年 12 月の測量成果から読

み取った浜崖の肩を基準線とすることを考えている。浜幅の基準線は動きうる

ものであるという誤解を招く可能性があるので、丁寧に説明するようにする。 

 

委 員 ：昨年も含めて近年浜崖後退が生じている。浜崖位置の後退を防止しようとい

うことを目標として設定するのであれば、目標浜幅 50ｍというのは小さいの

ではないか。浜崖後退の外力は、資料 5-1 p.36 で浜崖後退については年数回

波に対して防護するという整理にしているが、この外力は小さいのではない

か。p.37 で見ると、昨年の被災箇所は十分な浜幅があるように見えるが実際

には浜崖が後退している。 

 

事 務 局 ：昨年の被災箇所（クリーンパーク裏）は p.36 に示している H20 年 12 月の汀

線から見ると十分な浜幅があるように見えるが、汀線が年々後退していること

も加味すると昨年の被災もありえると考えている。また、被災箇所は両岸が護

岸だったこともあり、局所的に侵食が置きやすい条件にあったのではないかと

いうことも考えている。 

 

委 員 ：短期変動が 25m という設定が小さいということはないのか。技術検討資料 5-2 
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p.1-13 に短期変動量 25m の根拠が載っているが、このような日常的な変動で

なく、浜崖が崩れたときを見るともっと大きい数字になるのではないか。構

造物なしで、浜幅を広くすることのみで浜崖の後退を防ぐのに必要な浜幅は

もっと大きいのではないかと感じる。 

 

委 員 ：先ほどの「頻繁な後退」の解釈についての議論と同じことだが、ここ数年の

クリーンパーク裏の浜崖後退と護岸による災害復旧の繰り返しを「頻繁」と

位置づけるのか、それとも「頻繁でない、想定外の外力」と位置づけるのか

により、将来像として思い描く海岸のイメージが大分違ってくるのではない

か。そこは同床異夢にならないように注意すべきである。 

 

委 員 ：現在、浜崖の後退については外力を年数回波として検討しているが、昨年度

の被災状況も考慮して、それは妥当なのか。 

 

事 務 局 ：昨年起こったクリーンパーク被災時の外力条件を確認する。また、外力の設

定など、御指摘の点について検討する。 

 

委 員 ：目標浜幅は、直轄期間のみならず、県へ維持管理が移った後も受け継がれて

いく数字なので、重要である。 

 

事 務 局 ：分科会での議論を踏まえて検討し管理者と調整する。 

 

委 員 ：次回の委員会では技術分科会での議論を報告し、関係機関からのご意見も頂

きたい。 

 

委 員 ：技術検討資料 5-2 p.1-13 の短期変動はあくまで汀線の変化であり、今の議論

では浜崖の基部の変動が問題となっている。浜崖基部の変動を何らかのデー

タで追跡することはできないか。 

 

委 員 ：資料 5-1 p.38 で、全区間にわたって一律浜幅 50m を設定している。砂の移

動の仕方、背後地状況など区間によってかなり特性が違うと思うが、その中

でも全区間一律の目標を掲げた背景を教えてほしい。 

 

事 務 局 ：必要浜幅の計算結果から概ね全域で 50m 必要だという見解が得られたので一

律の目標としている。ただし、石崎川の河川区域など、必ずしも浜幅 50m 必

要ではないという区間もあるので、優先度を考慮しながら対策を検討していき
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たい。 

 

3. 宮崎海岸の侵食対策において求められる機能 

委 員 ：「③急激な侵食を抑制すること（浜崖の位置の後退抑制など）」が護岸の設置

されていない部分に限った話ならば、資料 5-1 p.49 の③を適用する範囲から、

一連で護岸の設置されているフェニックス動物園裏ボックス以南は抜いては

どうか。 

 

事 務 局 ：この資料は対策箇所を明示するための資料ではないので、おおまかな位置を

示している。ただし、フェニックス動物園裏ボックス以南の護岸設置箇所につ

いては浜崖の後退抑制のための対策は想定されないので、資料を修正する。 

 

委 員 ：資料 5-1 p.48 で整理している宮崎海岸の侵食対策において求められる機能の

うち、「③急激な侵食を抑制すること（浜崖の位置の後退抑制など）」は護岸

が設置されていない部分に限って必要な機能として整理しているのか。 

 

事 務 局 ：護岸がない部分への対策を想定している。 

 

委 員 ：護岸があるところでも急激な侵食を抑制する必要はあると考えるが、どうか。 

 

委 員 ：「①流入土砂を増やすこと」、「②流出土砂を減らすこと」の対策で背後地への

越波防止および護岸の機能喪失防止が確保され、①、②のみでは守れない浜崖

を③で対策するということで護岸がない部分に限っているのかと思っていた

が違うのか。 

 

事 務 局 ：時間軸で整理している。①、②の対策を実施することにより、浜崖の後退に

対しても一定の効果があると考えているが、効果の発揮までには時間がかかっ

てしまう。そういった中で、「③急激な侵食を抑制すること」が必要となり、

急激な侵食が起こる可能性が高い箇所として護岸の無く浜崖が発生している

箇所を想定していた。 

      「③急激な侵食を抑制すること」については、内容が整理出来ていない部分

が多いので、御指摘を踏まえて整理する。 

 

委 員 ：「③急激な侵食を抑制すること」については、浜崖の後退抑制のみでなく、汀

線位置の後退抑制（浜幅の確保）という観点からも対策を検討しなくてよいの

か。 
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委 員 ：③の機能が必要なのは、浜幅 50m を目標とすることの前提条件である浜崖位

置の後退を防ぐためだという位置づけではないのか。 

 

事 務 局 ：「③急激な侵食を抑制すること」について、汀線位置の後退抑制（浜幅の確保）

という観点からも対策を検討する必要があるのかについては、今後検討してい

きたい。 

 

委 員 ：今回のような目標の議論では、「‥‥等」といった曖昧な表現は避けるべきで

あると考える。資料 5-1 p.48 の「③急激な侵食を抑制すること（浜崖位置の

後退抑制など）」の「など」には何が含まれるのか明確にし、特にその他の機

能が必要なければ「浜崖位置の後退抑制」に絞った議論にしていいのではない

か。 

 

事 務 局 ：「①流入土砂を増やすこと」、「②流出土砂を減らすこと」の 2 つの機能で浜幅

50m を確保し、それを管理していくということがまず大前提にあると考えて

いる。その計算の前提条件となっている浜崖の高さを維持していくという意味

で③の急激な侵食を抑制というのを考えており、①、②の補完的な取り組みと

いう位置づけにしているが、今整理できていないのが計算の前提となっている

条件のうち「放っておくと崩れてしまいそうな条件」が何なのかである。この

うち現時点で具体的に想定出来ている条件は、「現状の砂丘が保全されること」

であるが、今後整理していきたい。 

 

委 員 ：求める機能の整理の中で、③の機能が最終形（①と②により浜幅 50m が達成

された後）でも必要なのかどうか、共通認識を作っておく必要があると考え

る。 

 

委 員 ：年間の平均浜幅 50m が確保されている状態であれば浜崖が一時的に顕著に後

退するのは問題ないと考えている。急激な侵食の抑制というのは、あくまで

突発的な台風など高波浪に対する担保ではないのか。 

 

委 員 ：昨年の台風が特異な台風だったかどうか、認識の違いがあると感じる。私は

特別大きな台風だったとは思っていないので、①、②で浜幅 50m が達成され

た後でも③の機能が必要になるのではないかと考えている。一方、西委員は

浜幅 50m を確保していれば③急激な侵食の抑制も達成されると考えている。

そこに認識の違いがあると感じる。 
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委 員 ：事実としては、昨年の浜崖後退箇所では当時浜幅は三十数 m であった。浜幅

50m 確保すれば起きなかったはずだという考えの基に立つのか、普段浜幅

50m確保されていても短期的に浜幅30mのときに台風がくることの危険性を

考えて③を検討するのか、どういった解釈をするかで位置づけが変わってく

るので過去の事例を整理して議論してはどうか。 

 

委 員 ：機能③については今後の具体的な対策を検討するにあたり、求める機能を明

確にさせておくべきである。③のような対策が必要だというところについて

は委員全員異論がないと思う。もう少し踏み込んだ機能・要件を整理してほ

しい。 

 

事 務 局 ：御指摘の内容を踏まえて整理する。 

 

4. 実績のある施設、市民から提案のあった施設等の機能 

委 員 ：資料 5-1 p.53 で示されている実績のある施設について、前項で示した宮崎海

岸侵食対策に求められる機能①、②、③に当てはまるかどうか評価している

が、異論はないか。 

 

委 員 ：現時点で構造物を設置することによる副作用についても議論しておいたほう

がいいのではないか。専門家の立場から、どの時点で副作用の議論をすれば

いいか判断をお願いしたい。 

 

委 員 ：現段階では、期待する機能を持っているか、いないかの評価で、もっていな

いものを議論の対象から落とすための整理だと考えている。 

 

委 員 ：自分は今回挙がっている材料の提案より先に、機能面でネガティブな要素に

ついてポジティブな機能と一緒に議論するべきと考える。さらに、耐久性と

あわせて材料の議論をし、最後にコストの議論になるのではないか。 

      特に、③についてはすべての施設で機能があるという評価にしているが、こ

れは前項での③の機能の共通認識が得られていないことが原因だと思う。例

えば、護岸が浜崖の後退を防ぐのは当たり前だが、その中で護岸のネガティ

ブな要素まで含めて評価すべきではないか。護岸に頼らない（コンクリート

化しない）対策を考えるというのが③の意味だと考えれば、護岸は③に対し

てネガティブな要素があるという評価になる。 
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委 員 ：市民提案工法については、検討可能性がありそうなものに事務局でチェック

マークをつけている。これについては、施設の機能が明確になっている情報

があまりないので、直接の良し悪しの議論はしにくいが、明確にしておきた

い点をここで確認し、その後事務局と提案者の間で議論してほしい。 

      例えば材料について、木材を使ったものについては被災・流出した際に漁業

者にとって問題になる。このような、耐久性という視点も踏まえて談義所で

議論していただきたい。 

 

委 員 ：談義所での議論は必要だと考えているが、専門家の視点・データがなくアマ

チュアだけでの議論は難しいと考えている。事務局と専門家でベースを作っ

ていただければと思っている。 

 

委 員 ：①、②に関しては、浜幅 50m、沿岸漂砂量年間 20 万 m3という非常に大きな

スケールを考える中で対応できるかということも考えなければならない。一

方、③の浜崖の後退に着目した機能については部分的な制御で対応できると

いうことも考えられる。各施設がどちらに対応するものなのか、整理・実証

していただかないと具体的な判断がしづらい。 

 

委 員 ：市民提案工法については、事務局から事前に資料を渡されて目を通していた。

こんなにたくさんの提案をいただけるのはありがたいことである。また、内

容についても工法の提案にとどまらず、現象や考え方については非常に的確

なものも多くて参考にさせていただきたいものであった。一方で、工法とし

てはあくまで実験・研究の域を出ず、実務レベルでの適用を考えると難しい

ものもある。ただし、パイロット的にやる部分があってもいいと思うし、全

部ではなく考え方を生かす形で取り入れることも考えていく必要があると考

える。 

 

委 員 ：制度的な課題のある提案もあるかと思う。制度と関係なしに議論することは

できないので、ネックになってきそうな制度を整理しておくなど、事務局に

はやり方を考えていただきたい。 

 

委 員 ：資料 5-1 p.57 に出ているセットバックについては、海岸保全の重要な考え方

の一つであると思うが、侵食対策の技術検討をしているこの分科会の中では

議論に載ってこないのではないかと考えている。もちろん大事な議論だとは

考えるが、この場で取り上げることは趣旨には合わないのではないかと考え

ている。 
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委 員 ：提案のうち、資料 5-1 p.54 にある石崎川の河口に入り江と砂丘を建設や p56

にある離岸堤範囲の干拓は俎上に載らないのではないか。また、p54 の一ツ瀬

川導流堤沖堆積土砂の海底ブルドーザーによる掘削・移動ついては、水深の

深いところでもあり技術的に難しいと考える。 

 

委 員 ：護岸に準ずる、改良案のような提案がいくつかあるが、前項の浜崖の議論と

通じるものだと思うが、浜崖後退の防止にあたりどのようなところを大事にし

たいかを地元の方々で議論していただきたいと考えている。浜崖後退防止には

以下のような方法が考えられると思う。 

      ・全面的に覆って守るという 

      ・崖のままなるべく自然を残す 

      ・隠し護岸のような役割を持たせて地盤改良のようなことを行う 

 

委 員 ：提案者の方がどういったメカニックを期待して（プロセスを頭に思い描いて）

工法を提案しているのかが知りたい。もちろん専門的な知識に基づくものでな

くていい。もう少し踏み込んだ形で提案していただけると、それが水理学的に

ありえるのか、私たち専門家も議論しやすくなる。 

 

委 員 ：これまでの委員会では、シミュレーションをベースに議論してきたが、もう

少し現象を見ることも重要であると考えている。水理模型実験のようなものも

踏まえてやっていければより現象の理解という上では助けになると考えてい

る。今後の進め方の中であわせて検討していただきたい。 

 

以上 

（注）「委員」の発言には、オブザーバーの発言も含む。 
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第 8 回宮崎海岸市民談義所 議事概要 
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第 9 回宮崎海岸市民談義所 議事要旨 

 

日 時：平成 22 年 8 月 22 日(日) 9：00～17：00 

場 所：現地視察 宮崎海岸周辺、室内会議 佐土原総合文化センター 

参加者： 

 ●市民：36 名 

●専門家：宮崎海岸侵食対策検討委員会 技術分科会 

佐藤委員、諏訪委員、西委員、村上分科会長 

（吉武市民連携コーディネーター） 

●行政関係機関： 

(国)宮崎河川国道事務所、宮崎海岸出張所、宮崎港湾・空港整備事務所 

(県)河川課、港湾課、自然環境課、漁港漁場整備課、農村整備課、 

宮崎土木事務所、中部港湾事務所、中部農林振興局 

(市)土木課 

実施内容： 

9:00～13:15 現地視察   

①一ツ瀬川左岸 

②石崎浜 

③フェニックス自然動物園裏 

④一ツ葉有料道路ＰＡ 

現地において、視察箇所毎の特徴（砂浜の状況[侵食・堆積]、自然環境、利用、背後地、

周辺施設、養浜履歴、被災履歴 等）について参加市民や行政より説明した。 

【現地での説明者】 

地元住民、漁業関係者、サーファー、宮崎河川国道事務所、 

宮崎河川国道事務所 

宮崎港湾・空港整備事務所 

宮崎県（河川課、港湾課、漁港漁場整備課） 

 

※現地視察時の主な意見交換の内容については別添①のとおり。 

 

14:00～17:00 室内談義 

宮崎大学工学部の村上准教授から、「宮崎海岸の侵食対策で専門家が考える重要なポイ

ント」について説明を受け、その後、市民と専門家、行政関係者の意見交換を行った。 

 

※室内談義の内容については別添②のとおり。 

※室内談義において付箋により示された意見は別添③のとおり。 
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別添① 現地視察時の主な意見交換  

 各視察箇所で、事務局の特性図(A０パネル)を用いた説明、市民からの現地説明があり、

その後、意見交換が行われた。 

 

≪一ツ瀬川左岸≫ 

□説明概要 

【事務局】 

・北から南に土砂が移動しているので、左岸側のほうが右岸側に比べて海岸線が前に出て

いる。 

・背後地まで自然の植生が残っている。 

・右岸では今年コアジサシなどが見られている。 

・海岸利用状況は、右岸ではサーフィン,釣りが行われており、沖合では漁業が行われてい

る。 

【県漁港漁場整備課】 

・一ツ瀬川右岸の砂州は大出水の時には流出するが、ここ数年大きな台風が来ておらず、

現在は砂州が残っている。 

・一ツ瀬川河口では、導流堤のあいだが埋塞すると、一ツ瀬漁協、新富漁協の船が漁に出

られないことがあり、維持浚渫を行っている。浚渫した土砂は国土交通省と連携し右岸

に養浜している。 

【参加者】 

・ウミガメの産卵地、コアジサシの繁殖地になっている。今年はコアジサシが 500～600

羽繁殖している。コアジサシの繁殖地となるためには草地では駄目であり、砂地である

必要がある。一ツ瀬川左岸の盛土部も過去に繁殖地として注目されたこともあったが、

現在は草地となってしまったため繁殖地とはなっておらず、右岸の干潟のみで繁殖して

いる。また、ウミガメの産卵が例年の 1.5 倍程度となっている。 

 

□主な意見、質問と談義内容 

参加者：コアジサシの繁殖時期を教えてほしい。 

参加者：繁殖時期は 5 月末～7 月末。孵化後、特訓してオーストラリアへ渡る。 

参加者：盛土の植生は後から生えたもので、自然が残っているのではない。 

参加者：入り江の発達と砂丘形成の因果関係と、それが海岸の安定にどう寄与している

のかについて知りたい。 

参加者：50～60 年前は一ツ瀬川から北側の川はすべて河口が北に位置しており、石崎川

より南側の川はすべて南に位置していた。河口位置は一定ではなく常に動いている。

このような過去の地形を把握・理解することが必要であり、海浜の話だけでは説明が

つかない。地図などからの判断だけでなく、地元の人の話を聞いて欲しい。 
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≪石崎浜≫ 

□説明概要 

【事務局】 

・海岸背後に比較的大きな砂丘が存在しており、地盤の標高は高くなっている。 

・時期によって違いがあるが、1 年を通じて考えれば北から南への流れが多いという検討

結果である。 

・自然環境がよく、水際から入り江にかけて多様な生物が存在している。ウミガメの産卵

地でもある。 

・ウミガメに配慮し、養浜砂を陸上に置くだけではなく水際に押し出している。また、養

浜砂の段差を崩し、ウミガメが上りやすいようにしている。 

・漁業、サーフィン、釣りなどの利用が行われている。 

・宮崎の海岸をみんなで美しくする会を地域の方主体で設置し、ビーチクリーンなどの取

り組みを行っている。 

【県河川課】 

・三財川掘削土砂を投入している。昨年は 3 万 m3 を投入した。 

【参加者】 

・今年は 3 月、5 月にビーチクリーンを行っている。多様な立場の人に参加してもらって

幅広い意見をもらっている。行政の方にも参加していただき助言をいただいたり、要望

を伝えたりしている。 
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≪フェニックス自然動物公園裏≫ 

□説明概要 

【事務局】 

・南側に行くほど有料道路が海岸に近くなっている。 

・この海岸の特徴は背後に浜崖があることである。昨年 10 月の高波浪直後には松林も流出

したが、護岸は作らず浜崖が削られないように浜崖の前面に養浜することにより対応し

た。養浜土砂は小丸川の掘削土砂を利用している。 

・この海岸では海岸より少し粗い土砂での養浜の試験をしている。 

・漁業、サーフィン、散歩、サイクリングに利用されている。 

・ウミガメに配慮して浜崖と養浜の境目を重機でほぐした。 

【参加者】 

・今年の養浜は勾配を緩く（約 40 度）、ほぐすなどの対応をしたためか、養浜盛土をウミ

ガメがのぼり産卵している。ただ、波による侵食により垂直になってしまうと、人間も

登れないようにアカウミガメも登ることはできない。 

・サーフポイントが波向きに対応して移動している。土砂の移動と関係があると考えてい

る。冬の間に北からのうねりで南側に土砂が堆積したのではないか。ここ一ヶ月くらい

は、南からのうねりが強かったので、堆積していたところの土砂がなくなって、北側に

移動していると思う。砂の移動が早く、砂が安定しないのが難しいところだと思う。溜

まった砂を循環させるのが重要だと考える。 

 

 

□主な意見、質問と談義内容 

参加者：沖に出て行く流れがあって、危険なのではないか。 

参加者：離岸流というのがあって、それは危ない。 

参加者：砂の移動時期はいつですか。 

参加者：測量しているわけではないので体感だが、12 月から 5 月くらいまではほぼ南向

き、夏場や台風時期には北向きだと思う。ここ二ヶ月くらいで砂の動きが変わった。 

参加者：北からの波の期間の方が長いから総じて南向きの漂砂ということ？ 

参加者：北からの波の期間が長いというのと、波が荒い期間が短い。北からの波のとき

のほうが安定して徐々に砂を運んでいると思う。夏は波が高い時期が続いて安定して

運ばない。 
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≪一ツ葉有料道路 PA≫ 

□説明概要 

【参加者】 

・檍浜漁協はシーガイアができる前に地引網をやっていた組合である。昔の海岸を知って

いる人がたくさんいる。最近は水深 10～20m のあたりでタチウオ漁などをしている。去

年、久しぶりに現地に来て砂がないのでびっくりした。昔はこんな状態ではなかった。

昔の浜の状態を残したい。人工的な方法はできるだけ避けた方法で対策してもらいたい

のが私達の希望です。沖にはたくさんウミガメはいるが、上陸できていない。 

 

 

□主な意見、質問と談義内容 

参加者：底引き網漁をやっている水深はどのくらいですか。 

参加者：主に水深 5～6m より深い場所でやっているが魚のいる時期によって変わる。 

参加者：昔はここ(PA の位置)から先に浜があったのですか。 

参加者：昔はここの場所からここの状態の高さで 3,40m 先まで砂があり、その先に浜崖

があった。さらにその先に砂浜があった。通常時で波が砂浜を 10m ほど駆け上がって

おり、その先に波がこない区間(砂浜)が 100m 以上あった。台風の時でも滅多に浜崖

の近くまで波が達することはなかった。 

参加者：護岸を直した報告はしないのか。 

事務局：一ツ葉 PA 北側の緩傾斜護岸が吸出しで護岸ブロックが陥没したので、昨年県

河川課で修復工事をした。 

参加者：緩傾斜護岸の法面が凹んでいるのは修復できないのですか。 

事務局：建設当時は凹んでいる箇所まで砂浜があるものとし、ウミガメが産卵できるよ

うに配慮してあのような形状としている。 

参加者：いつそのような工事を行ったのですか。 

県河川課：平成元年くらいの工事で、ウミガメの産卵箇所を確保するために、護岸を凹

まし砂が溜まるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42



 6

別添② 室内談義の内容  

～海岸の現況他について～ 

≪全国の海岸の状況と宮崎海岸の特徴について≫ 

[募集した意見、質問] 

・全国の海岸の侵食と現状について教えてください。 

・宮崎海岸の侵食の特徴を教えてください。 

[専門家からの回答] 

⇒宮崎海岸は長大な緩勾配の砂浜海岸であり、類似する海岸としては、鹿島灘・仙台海

岸・石川海岸などがある。 

⇒日本では海岸侵食は全国的で、毎年 1.6km2 ずつ国土がなくなっているという報告が

ある。また、世界中のほとんどの先進国で侵食が深刻であり、要因はいろいろあるが、

陸から海へ出て行く土砂量の減少が大きな要因である。  

 

≪石崎浜背後の砂丘について≫ 

[参加者からの意見、質問] 

・石崎浜の背後(陸側)には、小高い砂丘があるが、防風林のために人工的につくったも

のなのか。 

[専門家からの回答] 

⇒宮崎港からシーガイアを通って石崎浜まで続いており、それらは自然にできた砂丘で

ある。ちなみに小高い砂丘は砂浜から陸側に向けて 3 段あり、シーガイアの部分は一

番海側の砂丘である。 

⇒宮崎海岸周辺の地盤は昔から 1mm/年の速度で隆起している。そのため 6000 年程度

の年月を費やして、自然にできた砂丘である。ちなみに 6000 年前の海岸線の位置も

残っており、本日現地視察で確認したものは、約 1000 年前に海面が下がっていった

中で隆起してできた砂丘であると考えられる。 

 

≪大炊田海岸の昔の状況写真について≫ 

[参加者からの意見、質問] 

・大炊田海岸が昔、礫浜であった写真は、あり得ないと考えている。 

・地元住民だが、大炊田海岸がこのような礫の状態であったことは一度もない。 

（＊後日、発言者の一人から、「礫の状態の時もあったようだ」と訂正があった。） 

[専門家からの回答] 

⇒1812 年に作成された伊能忠敬の図面をみると、一ツ瀬川の河口はずっと南に蛇行して

いて現在はそれらが干拓されている。そのため旧来の一ツ瀬川の河口が大炊田海岸に

位置していたときには、そのような礫の土砂があったとしてもおかしくないと考えて

いる。 

 

[コーディネーターからのコメント] 

・重要な問題であることから、事務局サイドで再度確認を行うこと。 
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≪宮崎港の堆砂と浚渫について≫ 

[参加者からの意見、質問] 

・宮崎港には不要な土砂が堆積しており浚渫しているが、これらの土砂はどこに行って

いるのでしょうか。今後も浚渫量は変わらないのか。 

[専門家からの回答] 

⇒基本的にはすべて港湾の防波堤の背後に溜まっていることから、浚渫し続ける必要が

あると考えられる。 

⇒宮崎港の浚渫土砂は宮崎海岸に養浜している。現在はそれら養浜砂の土砂移動を調査

中であるが、長期的には宮崎港に戻ると考えている。このような対策の手法もあるが、

これには莫大な費用がかかることから、それとは別の方法で、流出土砂を減少させる

対策を考えていきたい。 

 

≪測量について≫ 

[参加者からの意見、質問] 

・勉強会か談義所かは覚えていないが、海中をロボットのようなもので調査して等深線

を測量すると聞いたが、調査は実施されているのか。 

[事務局からの回答] 

⇒海岸の測量は 1 年に 1 回、宮崎港から小丸川の区間にかけて実施している。また、も

う少し狭い範囲で 3 ヶ月に１回程度の測量を実施している。なお測量はロボットのよ

うな物ではなく、船に取り付けた観測機器で実施している。 

 

 

～侵食の要因について～ 

≪侵食メカニズムについて≫ 

[参加者からの意見、質問] 

・侵食メカニズムの図で、宮崎港よりの土砂移動が大きくなっている理由を教えてほし

い。また流出土砂量の増加が防波堤に起因するものか、護岸に起因するものかを明確

にする必要がある。 

[専門家からの回答] 

⇒防波堤を整備すると、その背後(陸側)に波の穏やかな領域ができる。その近隣の防波

堤で守られていない箇所は波が荒いことから、海浜流(波の大きさの差で生じる流れ)

が発生し、その結果防波堤背後に土砂が移動する。護岸全面の浜が無くなった場合、

護岸があることでその背後まで土砂の移動が生じないため、その区間の土砂の移動量

は少なくなる。 

 

≪護岸設置と侵食の関連について≫ 

[募集した意見、質問] 

・護岸工事が侵食被害を引き起こしているのではないか。 

[参加者からの意見、質問] 
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・護岸を設置することで、流出土砂量が多くなることはあるのか。 

・宮崎県の海岸は、山からの流出土砂量が多く、供給源があるという認識である。一方、

県内の海岸を調査したところ、砂浜が逃げているのは構造物が整備されている一ツ葉

海岸、赤江海岸、青島海岸である。その原因はなんであるのか。自然海岸と構造物を

入れた海岸とでは何が違うのか。 

[専門家からの回答] 

⇒離岸堤が宮崎港のほうに施工されていますが、そこの後ろは砂浜が回復している。構

造物には土砂を補足する機能が無いというご意見は少し言い過ぎなのではないかと考

えている。一方で護岸のような陸域に設置される構造物については、護岸端部の侵食

を促す影響があり、また護岸前面の砂浜が無くなった場合には、沿岸方向に移動する

土砂量が低減すると考えられる。 

 

≪山からの影響について≫ 

[参加者からの意見、質問] 

・山で土砂崩壊が生じ、谷が埋まるが、砂防ダムやダムに堆積する。海岸侵食の原因は、

山のほうからの影響もあるのではないか。 

[専門家からの回答] 

⇒おっしゃるとおりである。上流から下流に向かってなるべく円滑な土砂移動となるよ

うな取り組みを行うことが海岸の侵食対策につながっていく。 

⇒日本は本来海岸に出てくる流出土砂の多い国である。宮崎海岸の上流域は、天竜川か

ら豊橋を通り、紀伊半島を東西に横断し、四国の中央部を通過して九州に抜ける構造

線に位置し、日本で 2 番目に土砂生産が多い領域にかかっている。そういう意味では

宮崎海岸の侵食対策は、山地との関連を考えた上で検討しなければならないと考えら

れる。 

 

 

～工法について～ 

≪実施された対策工法の良かったこと、悪かったことについて≫ 

[募集した意見、質問] 

・今までに実施された対策の中で、良かったこと・悪かったことを公開してほしい。 

[専門家からの回答] 

⇒当初は、侵食から汀線を防護する目的で護岸、消波ブロックの設置などが行われてき

た。その後、昭和 40 年代には離岸堤が考案され、離岸堤は以後にトンボロ(舌状砂州)

が生じ、砂浜が復元できるようになった。 

また、静岡県の安部川の東側に位置する静岡海岸では、河川の砂利採取を禁止して、

砂浜が回復するようになった事例もある。 

そして、平成 11 年の海岸法改正後は、護岸だけでなく、沖合施設を整備して砂浜

を中心に防護を図る方向(面的防護)を実施している。 

ただし、宮崎海岸のような粒経の細かい海岸では、砂浜の制御が困難であるという

課題がある。そのためもともと砂の海岸であった茨城県神向寺海岸では、1 円玉より
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小さい小礫を用いて養浜を行い、砂浜が回復したという例もある。一方で、養浜を実

施したら、すぐに流出してしまったという例もある。 

⇒陸を防護するためにいろんな構造物を造り、造ったがためにその端部が被災してしま

うということは往々にしてある。そのため海岸侵食対策を検討する際には、一連の海

岸を広く見て、施設の位置づけをきっちり把握した上で対策を考えていこうという流

れになっている。なお、養浜もそのような考え方の一環である。 

⇒養浜が、宮崎海岸のように土砂の連続的な移動を考慮して実施できるようになったの

はつい最近である。13～14 年前には流出しないように汀線のもっと陸上の、波の当た

らないところに養浜するというのが一般的であった。 

 

≪養浜について≫ 

□養浜の効果について 

[募集した意見、質問] 

・養浜砂はすぐに流れていってしまって税金の無駄遣いではないのか 

[参加者からの意見、質問] 

・フェニックス自然動物公園裏近辺では、日々浜崖が後退している事から、地元住民と

しては、一刻も早く対策を実施してほしい。 

・住吉海岸も石崎浜も護岸を設置しており、フェニックス自然動物園付近の 1,000m 区

間だけが無施設となっている。このような状況で、養浜を主体とした対策を実施する

という考えはおかしいのではないか。 

[専門家からの回答] 

⇒今後は養浜した土砂が流出しないように、土砂の移動を抑制するような対策と同時に

実施できるようにと考えている。 

⇒流出した土砂はすぐに海側に流出している事から税金の無駄遣いのように感じるが、

それら流出した土砂は沖側の波が砕ける位置に堆砂すると考えられ、防災上の効果は

ある。 

 

□養浜土砂の移動について 

[参加者からの意見、質問] 

・陸域に投入した養浜土砂は、波により流出するが沖の方に堆積している、というのは

実測のデータから言えることなのか。 

[専門家からの回答] 

⇒宮崎海岸の養浜についても、高波浪時に土砂が移動し、一部は沖側の波が砕ける所に

堆積していると考えられる。 

⇒測量成果から養浜した領域の沖合に堆積した土砂量を計上することはできるが、測量

成果だけでは、その堆積した土砂が養浜の砂であるという確証は得られない。別の所

からやってきている可能性も考えられる。 

⇒他海岸の事例になるが、神奈川県の茅ヶ崎中海岸では、色のついた砂を投入してそれ

らの拡散状況を調べるトレーサー調査を実施した結果、細かいトレーサー(色つきの

砂)が沖側に堆積して、荒いトレーサーは汀線部近辺に堆積しているという結果が出て
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いる。 

[事務局からの回答] 

⇒トレーサー調査は宮崎海岸でも実施している。これまでは汀線近傍での土砂の移動方

向を調査していましたが、今年度は汀線だけでなく沖合も調査している。これらの調

査結果は今年度末にはわかる。 

 

□礫養浜について 

[募集した意見、質問] 

・宮崎海岸では他海岸で実施しているような礫養浜によって漂砂の抑制を期待できない

か。 

[専門家からの回答] 

⇒礫養浜は粒径の大きな土砂を養浜することで、それらの土砂を汀線付近にとどまらせ

ようとする効果と、土砂の流れを抑制しようとする効果が期待できる。ただし、砂浜

全体の土砂の移動を抑制することは粗粒材養浜だけでは困難であると考えられる。 

⇒フェニックス自然動物園裏では、小丸川の掘削土砂を用いた粗粒材養浜を試験的に実

施している。通常時には礫の上に砂が堆砂している状態で礫が目に見えないが、一方

で高波浪時には動きにくい礫が海岸線を防護する事が期待できる工法である。 

 

□養浜土砂の確保について 

[参加者からの意見、質問] 

・養浜に用いる礫の供給は将来的に大丈夫なのか。 

[事務局からの回答] 

⇒河川の掘削土量はまだまだ残存しているが、掘削の費用については、未定である。河

川だけでなく、道路等の事業で発生した土砂を適宜投入していきたい。 

 

≪一ツ瀬川河口のサンドバイパスについて≫ 

[募集した意見、質問] 

・一ツ瀬川河口部をせき止めている土砂については、サンドリサイクル、サンドバイパ

スすれば良い。 

・一ツ瀬川河口部のサンドリサイクル、サンドバイパスに用いられる土砂量はどの程度

あるか。 

・一ツ瀬川の借り置き土砂を用いて養浜ができないか。 

[事務局からの回答] 

⇒一ツ瀬川導流堤内では、近年 3 年間では 1 万 m3/年の浚渫が実施されているが、昨年

度(平成 21 年度)からはその一部分を一ツ瀬川右岸(一ツ瀬川の南側)へブルドーザーで

押し出して養浜を行っている。 

⇒浚渫土砂は、可能な限り有効利用したい。また一ツ瀬川左岸(一ツ瀬川の河口北側)の

仮置き土砂も、養浜材として利用したいと考えている。将来的には、この養浜を安価

に運搬できるように考えている。 
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≪突堤の対策効果について≫ 

[募集した意見、質問] 

・突堤を実際に設置した事例とその効果を教えて欲しい。 

[専門家からの回答] 

⇒突堤の事例としては京都の天橋立がある。ただし、小規模な突堤を多数設置すると、

汀線形状がのこぎり状になる事から、白砂青松の海岸としてふさわしいかどうかは判

断が難しい。 

 

≪離岸堤の対策効果について≫ 

[募集した意見、質問] 

・離岸堤を実際に設置した事例とその効果を教えて欲しい。 

・離岸堤だけではダメだという事は現状が示している。ヘッドランドがもっとも良いの

ではないか。 

[参加者からの意見、質問] 

・住吉海岸では離岸堤の裏には養浜をしている。トンボロは離岸堤だけの効果で形成さ

れているとは言えないのではないか。 

[専門家からの回答] 

⇒沈下していない離岸堤は背後(離岸堤よりも陸域)にトンボロ(舌状砂州)を形成して、砂

浜を回復させている。 

⇒宮崎海岸では離岸堤が沈下しているが、沈下していない例もある。 

⇒住吉海岸では、離岸堤を整備した後に周辺の土砂を引き込むことが予想されたため、

その影響を加味して養浜している。この工法は全国でも先進的な事例の一つである。 

[コーディネーターからのコメント] 

・全国的には構造物を施工しても沈下していない例はたくさんあるが、宮崎海岸では離

岸堤の沈下をみて気にしている市民が多い。 

 

[参加者からの意見、質問] 

・住吉海岸では離岸堤があっても、背後(離岸堤よりも陸側)の護岸のブロックが沈下し

ている。離岸堤は侵食対策に寄与しないのではないか。 

[専門家からの回答] 

⇒離岸堤の背後については、離岸堤の影響で背後の護岸のブロックが沈下したわけでは

ないと考える。想像であるが、仮に離岸堤がなかった場合はもっと護岸が被災してい

たと思われる。 

 

≪人工リーフの対策効果について≫ 

[募集した意見、質問] 

・人工リーフを実際に設置した事例とその効果を教えて欲しい。 

[専門家からの回答] 

⇒人工リーフは、水面下に没している構造物であるため、離岸堤と比べると消波機能は

弱く、明瞭なトンボロ地形ができづらい施設である。また開口部(人工リーフと人工リ
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ーフの間)から沖側に、土砂が流出する危険性もある。人工リーフの事例は青島海岸に

あるが、トンボロ地形のような砂浜の回復はみられていない。 

⇒人工リーフの設置例は、新潟海岸や、高知海岸、石川海岸などで設置されている。た

だ、人工リーフは水面下に没して景観には良いが、消波機能の確保のために大きな構

造物となり高価であるため、なかなか整備が進まない。 

 

≪浜崖など、汀線から陸側に離れた場所における対策について≫ 

[募集した意見、質問] 

・浜崖等汀線から陸側に離れた場所の対策はどのような物があるのか。 

[専門家からの回答] 

⇒対策工法ではないが、ニュージーランドの海岸では汀線よりも陸側に背の低い植生が

自生し、陸側への飛砂(風で飛ぶ砂のこと)を抑制し、侵食に対する抵抗になっている

という事例がある。ただし、海岸侵食対策では砂浜を回復させることが主目的である

ことから、通常は汀線よりも陸側に施設を設置することはない。 

⇒アメリカのフロリダでは、浜崖に直径 1～2m のサンドバック(砂袋)を埋め込み、高波

浪時に浜崖が後退しない対策を実施している。しかし、一昨年に想定以上の高波浪が

来襲し、サンドバックそのものも流出し問題となっているという事例がある。 

 

≪コンクリートを使わない工法について≫ 

[募集した意見、質問] 

・砂浜の土砂移動を止める方法でコンクリートを使わないものにはどのようなものがあ

るのか。 

[専門家からの回答] 

⇒コンクリート以外の対策としては、海外の事例になるが、オランダに木製の突堤があ

る。 

⇒サンドバックについても国内には事例が無い。 

 

～対策の考え方について～ 

≪対策検討の方向性について≫ 

[募集した意見、質問] 

・一般的な対策工法を実施してきた結果が現状の宮崎海岸なのではないか。 

・必ず効果のある方法を実施して欲しい。 

 

[専門家からの回答] 

⇒現在宮崎海岸で実施されている、養浜や、河川からの流出土砂量を増やす取り組みは、

従来までの考え方とは異なった比較的先進的な方針である。今後実施する対策手法は

環境のためにも養浜を行って砂浜を回復させ、その養浜土砂が流失しないように何か

しらの対策を実施しようという新しい考えのもと実施されると考えられる。 

⇒海岸法が平成 11 年に改訂されて以降、防護のみならず利用・環境にも配慮した対策

を実施する事が前提となり、それらの結果、砂浜を回復する対策工法となっている。 
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⇒委員会等では、詳細な工法ではなく、宮崎海岸の侵食対策にどのような機能が必要な

のかを議論している段階である。養浜だけでいいのか、それとも構造物が必要なのか

といった議論は今後実施していく予定である。 

個人的な見解であるが、今後の議論の流れは流出土砂を減らす機能、流入土砂を増

やす機能、日々の防災を担保する機能(急激な侵食を弱める機能)の必要性をふまえた

上で、対策における構造物等の機能や、その構造物の影響、耐久性、コストを検討し

て対策工を決定する流れになると考えられる。 

 

[事務局からの回答] 

⇒一般的な工法については、機能が明確である。しかし、市民の方からご提案頂いた工

法については、機能がわからないため、提案を頂いた市民にヒアリングを行っている。 

 

≪侵食対策に求められる機能について≫ 

[コーディネーターからのコメント] 

・専門家のほうから、侵食対策を考えるにあたっての機能について話がありましたが、

これをみんなで確認したい。 

[専門家からの回答] 

⇒宮崎海岸の侵食対策に求められる機能は以下のようになると考えられる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

≪海岸からの土砂流出を抑制する対策について≫ 

[募集した意見、質問] 

・土砂の流出を防ぐ検討をしてほしい。 

・養浜の流出土砂を防ぐ案で、今もっとも多く施行されているものは何でしょうか。 

・養浜により砂浜を回復させるためには、横断的(岸沖方向)な施設が必要か否かを教え

て欲しい。 

・土砂がいつも沿岸方向(横方向)に動いていることから、それらの動きを止める施設を

入れなければならないのではないか。 

・対策工は、宮日(宮崎日日新聞)に掲載されていたヘッドランドがベストな案なのか教

えて欲しい。 

[専門家からの回答] 

⇒堤防などに囲われた波の比較的穏やかな海岸では、沖合に潜堤のようなものを設置す

ることで、土砂が沖側へ流出することを防ぐ方法がある。 

宮崎海岸のように、波が荒く土砂が汀線に沿って動く海岸では、離岸堤のような波

①北からの砂供給を増やす 

②南への流出量を減らす 

③急激な侵食を防ぐ 

 

ア.機能（副作用も考える） 

イ.耐久性 

ウ.コスト 

※場所によって方法を考える 
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を弱める施設で間接的に土砂の流出量を抑制する方法と、突堤のような土砂の流出を

直接抑制する方法がある。 

⇒現在検討している対策の方向性は「流出する土砂の減少」と「流入する土砂の増加」

である。 

現在、緊急的な取り組みの一環として試験養浜を実施しているが、それらは流出す

る可能性が懸念される。そのため流出する量を減らすもしくは流出する時間を遅らせ

るような施設についてこれから分科会で検討して行く予定である。 

 

≪緊急的な対策と一ツ葉有料道路の猶予期間について≫ 

[募集した意見、質問] 

・緊急という言葉遣いについて教えてください。 

・一ツ葉有料道路 PA について、現況を放置した場合どの程度の猶予期間があるのか。 

[参加者からの意見、質問] 

・緊急的な対策には津波対策は含まれないのか。  

[専門家からの回答] 

⇒緊急とは、その海岸の背後(陸側)に民家や道路など守るべき物が存在し、それらがひ

と時化で被災し、現状の回復が困難となる場合と考えている。 

⇒一ツ葉有料道路の猶予期間については、宮崎港の防波堤整備後に、浜崖が一ツ葉有料

道路に達した時点で影響が見られていると考えている。この際に設置した緩傾斜護岸

は、まさに緊急対策である。今後どれだけの猶予期間があるかは、その護岸そのもの

が侵食を防護していることもあり、不明である。 

⇒現在、宮崎海岸の砂浜の保全を議論しているため、今回の侵食対策では津波対策を考

慮していない。ただし、砂浜を回復すれば津波被害から完全に防護することは困難か

もしれないが、被害を軽減することが可能であると考えられる。 

 

≪台風時への対応について≫ 

[参加者からの意見、質問] 

・通常時は現在のやり方(砂浜を主体に防護)で良いが、何年かに一度訪れる台風時には、

浜崖は瞬く間に壊れていく。年に一度しかこない台風が怖い。防護する事を考えて欲

しい。 

[専門家からの回答] 

⇒対策を実施する上では背後への被害を防護するのは基本である。その上で、海岸法に

乗っ取って、環境と利用を調和させた海岸保全を行っていくという考え方である。 

⇒対策の基本方針としては、護岸を絶対作らないという意味ではない。防護を前提とし

て、構造物を極力作らないような対策を実施することによって、旧来の砂浜に極力近

い形での砂浜の回復を検討している。 

 

≪総合的な土砂管理について≫ 

[コーディネーターからのコメント] 

・中長期的な話として、総合的な土砂の問題も平行して進めていかなければならないと
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いうことだと思う。それらについて、説明をください。 

[事務局からの回答] 

⇒ダム等の対応については、中長期的な対策として、現在中部流砂系検討委員会で並行

して検討を進めているところである。 

[参加者(宮崎県中部流砂系委員長)からの回答] 

⇒中部流砂系土砂管理委員会では、大淀川・一ツ瀬川・小丸川・耳川の河川の土砂管理

について検討している。現在までの調査では、最も流出土砂が期待できそうなのは、

耳川であった。 

耳川上流の諸塚村では河道が閉塞される等、住民への被害が懸念されたことから、

現在は諸塚村下流のダムを排砂できるように改修しているところである。 

また、小丸川では下流部で礫が多く砂がみられなくなっている事から、川原ダム上

流で堆砂している土砂をダム下流に置砂し、洪水時に土砂を流下させようと検討して

いる。 

ただしそれらの河川における取り組みは、今後効果・影響について検討を実施する

予定である。 

 

～市民参加について～ 

[参加者からの意見、質問] 

・突堤・離岸堤・養浜・浜崖等の専門用語が難し過ぎて、理解できないことから参加し

づらい。 

・佐土原といわれても佐土原町にはいろいろな地名があることから、それらを用いる等、

地元の人々にわかるような内容にして欲しい。 

・子供たちが参加していない、また子供たちを教える先生達も参加していない。市民談

義所の広報について、再考する必要があるのではないか。 

・私たちは昔からこの海岸で育ってきた。子供の頃には遠足に行くなど、レクリエーシ

ョンの場であった。そのため宮崎海岸の侵食対策には地域をはぐくむたくさんの市民

が関わって欲しい。そのため、もっと若い人や子供も談義所に参加できるように広報

を行って欲しい。 

[事務局からの回答] 

⇒平成 21 年には住吉小学校に出前講座を実施し、学校側から喜んでいただいた。 

[コーディネーターからのコメント] 

・談義所にたくさんの市民が参加して欲しいと考えている。そのため、専門用語の難解

さについては、反省すべき点がある。また、今後も多くの市民の方が参加できるよう

に、広報も改善していきたい。 
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別添③ 室内談義において付箋紙により示された意見  

≪第 9 回市民談義所 現地を歩いての感想、気づいたこと≫ 

現地を歩いての感想、気づいたこと 

《一ツ瀬川左岸》 

砂をほる時には漁師（地元の）人たちの声を充分きいて、どの場所をどのくらいとか具体的

な意見を取り入れて欲しいです 

一ツ瀬川左岸 

・土砂の動きが前進と後退がある 

・河口が動いている 

・砂丘の状態がコアジサシや海がめに影響している 

仮置砂を有効利用したら？  

突堤(導流堤)にたまったのとは別に、ここは砂を運んできておいている。 

一ツ瀬川の入江の形成の歴史を調べる。 

一ツ瀬川左岸 

昔の様な遠浅のビーチを久しぶりに見た。これを最低限のレベルで残していくべき 

総合土砂管理面より 

一ツ瀬川からの土砂供給（収支）が即、理解できる縦横断測量は、将来の上流からの排砂バ

イパス、スリットダムの実施上必要ではありませんか。 

 

一ツ瀬川河口には大量の砂が堆積して漁船の航路障害となっている。堆積土砂量を把握され

ているのか。サンドポップ、サンドリサイクルする方法は考えられませんか？ 

一ツ瀬左岸富田浜 

良好な環境、景観だと思う、やはり砂浜は自然環境をはぐくむ意味で大切な基盤だと思う。

右岸側（両側）は砂浜が後退していることを認識した。上記の意味合いから砂浜の復元を図

るべき。 

一ツ瀬川河口干潟のゴミ（大型）の除去 

一ツ瀬川河口から見るクリーンパーク北側の耕地・林務の工法は、美しい砂浜づくりに逆行

する工法である。 

隣接地域に被害を与えたのは、工事であることを認識すべきであり、原因を確認すること 

 

流 れ

強い 

粒 径 細

かい 

砂が 

侵入して

いる 

53



 17

《石崎浜》 

突堤を作ればいいという考えは誤りですね。水面下のことを考えていません。つまり逆効果

です。 

 
 

石崎川入江の人工的整備と海岸線の砂丘の形成を助ける。 

石崎浜 

・三財川の土砂を養浜に利用 

昨年 3 万 水際まで持っていって養浜 

・海岸の背後に砂丘がある。 

・美しくする社会の活動 クリーン活動マナーアップ 

養浜による濁水に対する厳しい意見があると聞きます。台風集中豪雨等の自然現象との違い

をご教示下さい。 

自然の恩恵を一番受けている漁師の皆さんは海・海岸に対する環境対策は何かされています

か具体的にご教示下さい。 

石崎川右岸については唯一の利用箇所であるが、利用促進には課題が残る。関係者の意見を

調整して検討願いたい。 

サーファーのマナーは守られている。 

今年養浜した中で現在までにどのくらい残っているのか？今後の予定？  

石崎浜 

河口付近は砂丘があることでよい環境と感じる。一方南側の侵食洗掘を受けている護岸部は

絶体に砂浜をとりもどすべき 

石崎浜 

カメの産卵した場所に杭を立てて保護してあったのを見て守る会の方達の活動に感服した 

《フェニックス自然動物園裏》 

道路が台風でえぐられて（陥没も？）海水路になっていた。 

宮崎海岸にはたくさんのサーファーがいました。津波の時の非難対策は、緊急性が高い対策

として打ち出した方がいいと思います。 

フェニックス自然動物園裏 

・浜崖昨年の 10 月に発生 

・浜崖の前面に養浜 小丸川の土砂利用 

・浜崖と養浜の境目を重機でほぐすことで海ガメの産卵増えた。 

・粗い砂を使って試験養浜 

・サーファーの川崎さんここ 2 ヶ月の間に砂の移動南から北へ。 

動物園東について 

これ以上の砂の流出は止めてほしい、早く護岸工事をしてほしい。 

動物園裏 

汀線が浜崖の間近にある。また、砂浜が少なすぎることに異常性を感じる。砂浜を危なくて

安心して歩けない気がする。 

養浜で対策不可能なきびしい気象災害による浜崖の後退が心配です。 

住吉 IC 前の養浜は、早急に対策を講ずる必要がある。粒径を考慮した養浜の効果をどのよう

に考えるのか 

高波浪による養浜部の侵食部分を 40 度の傾斜にしてほしい 

・サンドリサイクルの効果は何年間続くのか？ 
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・山の状態で河川からの土砂量がかわってくるのか。 

《一ツ葉有料道路ＰＡ》 

一ツ葉有料道路 PA 

・昭和 60 年頃には砂浜があったが今はない。 

・県で離岸堤 8 基、うち 4 基が沈下、嵩上げ工事 

・養浜 県昨年は 1 万 。国昨年は 6 万  

・昔はこの高さで 30～40m 沖まで陸があった。 

・最も侵食が進んでいるところ 

一ツ葉 PA 

砂浜の消失は国土保全、自然環境の保全などから重大かつ深刻な問題、水ぎわに近づくこと

もできない。 

砂浜もなんとしても復元して恒久的な安全を確保すべき。 

護岸ががらがらにこわれては修復をくり返していますね 

一ツ葉 PA 

有料道路をえぐって侵食すれば世界に発信する Golf Tournament の開催も危ういことになる

潮力→発電 

風力→発電 

潮力風力をエネルギーに変え、潮の流れも変えるという対策はないのでしょうか。 

離岸堤一帯の今後の処理にいくつかの代案があると良いのでは 

宮崎港が完成した時期から侵食が著しく進行しているという話を以前耳にしたが、温暖化に

よる水位の上昇とあわさったことによりこのようになっていると考えても良いのだろうか？

 

 

55



 19

≪第 9 回市民談義所 専門家への質問、知っておいてほしいこと≫ 

ご意見 

《海岸の現況》 

日本列島の砂岸後退や浸食のようすの中で宮崎海岸のような特徴はあるのか 

全国での海岸侵食の経過、現状について 

全国の海岸侵食の中で宮崎海岸の侵食に類似したものがあるのか 

海流測定はどのような方法、沖合い迄の距離、南北の長さ等又どれ位の期間続けて来ておら

れるのか 

《侵食の要因》 

海岸線の荒れ方もひどいですが、山の荒れ方もひどいです。共通点はないのでしょうか 

流入土砂が減った原因は何ですか 

宮崎県は、自然豊かで土砂供給も充分にあると思っている。自然海岸と人工海岸との比較は

どう考えているのか 

宮崎海岸における侵食メカニズム海岸漂砂量の左側(南側)の矢印が上(昔)より下(今)の方が

大きくなる理由を明確にしてください。 

《対策工法》 

今まで検討された原因及び対策、それに対する結果、良かった事、悪かった事を積極的に情

報公開していただきたい。 

磯石を投入することによる漂砂抑制効果はこの海岸では期待できませんか？ 

河口部の土砂は、サンドリサイクル、サンドバイパスとしてどの程度養浜として使用できま

すか？ 

養浜の流出を防ぐための具代的案で現在最も多く施工されているものは・・？その効果は・・？

突堤・離岸堤・人工リーフ等をした結果の（具体的）答が出ている例をお聞きしたいです 

突堤を作ればいいという考えは誤りですね。水面下のことを

考えておらず、しろうとの考えです。つまり逆効果です 

 

浜崖など、汀から離れたところでの対策には現在どのような方法がありますか？  

砂浜の砂を止める方法でコンクリートを使わない方法にはどのような方法がありますか？ 

《対策の検討》 

流出する土砂量を減らす対策についても早急に本格的な対策に、緊急に取り組むという方向

性を打ち出すことが大事だと思います。 

土砂量を増やすために、養浜対策がありますが、もっと本格的な対策の中で、緊急性の高い

対策が、本当の緊急対策ではないでしょうか。 

地元の住民として、砂浜が細って行く状況を見ていると悲しくなります。子供や孫の時代を

考えた時、一刻も早く手を打ってほしい。なくなってしまってからでは取り返しがつかない。

一般的な対策工法とあるが、それを行い続けた結果が現状なので。必ず効果のある方法を考

えてほしい。 

専門家への質問 

砂浜に養浜したものを安定化させるために、南北方向の漂砂の勢いを減勢する意味で技術的
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に、構造物をつくることについて専門家の意見をいただきたい。 

 

離岸堤だけでは駄目なのを現状が示している。ヘッドランドとの併設でしょうか。平成 20

年８月 11 日の宮日新聞に図面入りで説明のあった状態がベストなのでしょうか。それにして

も侵食の早いのには感心させられる。 

《海岸に関連する事業》 

緊急的とは何か。一番の緊急性は人の生命と考えるならば津波の時のサーファー対策がより

大事だと思います。 
 
 

 

57



 1

第 10 回宮崎海岸市民談義所 議事要旨(案) 

 

日時：平成 22 年 10 月 19 日(火)19：00～21：00 

場所：佐土原総合支所 

参加行政関係機関： 

(国)宮崎河川国道事務所、宮崎海岸出張所、宮崎港湾・空港整備事務所 

(県)河川課、自然環境課、中部農林振興局、 

港湾課、中部港湾事務所、漁港・漁場整備課 

(市)土木課、佐土原総合支所 

 

事務局より開会の挨拶、国、県、市の出席者の紹介を行った後、市民連携コーディネー

タの進行により議事が進められた。 

意見・質疑応答等の概要は以下の通り。 

 

《談義所の役割、談義のルール等、第 9 回市民談義所の報告》 

談義所の役割、談義のルール等について事務局から説明を行った後、市民と専門家合同

で開催された第 9 回市民談義所の内容について事務局より報告を行った。 

 

【今後の談義所について】 

コーディネータ：続けて参加されている市民の知識が積みあがってきた反面、初めての

参加の方との知識のギャップが問題となってきている。 

   わかりやすい説明や資料作成は事務局の役目だが、一方で、説明の内容を省くと

誤った理解が進む危険もある。 

   そのため市民の方にも難しいことを理解、勉強していく覚悟が必要ということで

はないか。 

   そこで今後のやり方として、談義所の開始 1 時間前に会場を空けて、質問を受け

付けるなどが考えられる。事務局には検討してほしい。 

事務局：そのように対応する。  

 

【時間の厳守について】 

コーディネータ：毎回、談義後に記入していただいているアンケートの結果では、時間

を厳守してほしいという意見がある。気分が高揚して強い口調になったり、発言時

間(一回 2 分がルール)を超過したりすると、お互いに損をすることとなる。気をつ

けましょう。 

 

《第 5 回宮崎海岸侵食対策検討委員会技術分科会の報告》 

第 5 回宮崎海岸侵食対策検討委員会技術分科会で事務局が示した内容、技術分科会委員

の意見について、事務局より報告を行った。 
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【宮崎海岸の侵食対策の目標および求められる機能について】 

技術分科会では、事務局が宮崎海岸で背後地の安全性を確保するために５０ｍの浜幅が

必要な事を示したこと、また、宮崎海岸の侵食対策に求められる機能として①沿岸方向

（北から）の流入土砂を増やす、②沿岸方向（南への）流出土砂を減らす、③急激な侵

食を抑制する、の３つを示したことを説明した。また、技術分科会委員の意見を紹介し

た。 

 

浜幅 50m の定義 

コーディネータ：砂浜は潮位や時期によっても変動する。浜幅 50m の定義は？ 

事務局：浜幅とは平均的な潮位(東京湾中等潮位：T.P.±0m)のときの護岸(砂丘)の表法

肩(海側の斜面と頂部の交点位置)から汀線位置(砂浜の T.P.±0m の位置)までの距

離である。 

コーディネータ：この目標浜幅は、高波浪直後の大きく地形が変化した時の議論ではな

く、平均的な状況での議論である。 

 

防護目標の浜幅の決定方法 

参加者：防護目標の浜幅はどのように決定しているのか？ 

事務局：基本的には過去の最高潮位、30 年に 1 回来襲する確率の高波浪の際に越波被害

が生じないために必要な浜幅を算出している。 

 

満潮時、干潮時の砂浜幅の違い 

参加者：宮崎海岸の満潮時、干潮時の砂浜幅の違いを教えて欲しい。 

事務局：潮位(潮の満ち引き)は、大潮・小潮など変化する。またそれら潮位は同じ大潮

でも春季・秋季で大きくなる等の特徴がある。宮崎海岸では、潮位が大きく変動す

る時の満潮面の水面高さが約 T.P.+1m、干潮面の水面高さが約 T.P.-1m であり、潮

位の差は約 2m 程度となる。また砂浜の勾配は 1/10(沖方向に 10m 進んで 1m 下がる)

～1/15 程度であることから、潮位の変動によって見かけ上の砂浜幅は 20～30m 程度

変動する。 

 

砂浜の幅でなく高さで対応するということは考えないのか？ 

参加者：砂浜の幅でなく高さで対応するということは考えないのか？ 

事務局：砂浜の幅でなく、高さを上げるという方法もある。対策工についてはこれから

検討する予定である。 

 

沿岸漂砂量の推定は、宮崎海岸で検証されているのか？ 

参加者：Kraus の式による沿岸漂砂量の推定は、宮崎海岸で検証されているのか？ 

事務局：宮崎海岸では沿岸方向の流速と波高が観測されていることからそれらの実測値

から沿岸漂砂量を算出可能な今回の Kraus の式を用いている。この Kraus の式は他

海岸の現地調査で導き出された式である。宮崎海岸で検証した漂砂量係数ではない

ため漂砂量の推定精度は完全ではないが、漂砂の移動方向については宮崎海岸の漂
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砂特性を表していると考えている。 

 

海岸侵食に対する河川等の影響について 

参加者：40 年前は浜があった。ダムや港ができて浜はかわったが、山に入ると谷は埋まっ

ている。海岸侵食に対する河川等の影響について検討しているか？ 

コーディネータ：宮崎海岸の侵食要因については、既往の勉強会等で「考えられる要因

が同時に発生していることから、どれが原因ということは特定できない」と報告さ

れている。 

事務局：ダム等の堆砂量についてはデータを整理し検討している。 

 

現況汀線の維持と目標浜幅 50m について 

参加者：現況で浜幅が 50mに満たない箇所があるが、浜幅 50ｍの確保が目標というのと、

現況汀線の維持という目標は整合しないのではないか。 

事務局：現状で浜幅 50m を満たない箇所については、越波被害を防ぐために必要な「宮

崎海岸全域で最低限 50m を満足する」こととし、対策により浜幅を回復させる。 

コーディネータ：もう少しわかりやすい記載に修正した方がよいと思われる。 

 

対策の目的について 

参加者：対策の目標は、防護の観点からの浜幅 50m というだけでなく、宮崎海岸の風土

等も勘案すべきではないか。 

事務局：浜幅 50m は防災上必要となる最低限の目標である。対策は地域ごとの風土等を

考慮して検討していきたい。 

参加者：これまで実施された対策の結果を踏まえて、今後の対策を検討して欲しい。 

事務局：対策については今後検討する。対策はメリット・デメリットを考慮した上で決

定していきたい。 

 

砂浜の機能をもっと考えるべき 

参加者：急激な侵食を抑制するとあるが、砂は一旦流出しても戻ってくる。護岸を造る

前に砂浜の機能をもっと考えるべきである。基本的には護岸は造って欲しくない。

砂丘自体が護岸の機能を果たしているのではないか。 

 

参加者：宮崎海岸では、北から南への横(沿岸)方向の土砂の動きが推定されている。岸

沖方向のビーチサイクル(土砂の動き)を考えるだけでは解決しないのではないか。 

参加者：沿岸方向の砂の動きと岸沖方向の砂の動きとは時間スケールの違いがある。沿

岸方向は長期で、岸沖方向は短期である。 

 

川から土砂を出すことについて 

参加者：事務局からの説明で、河川からの流入土砂量を増やす方法の例示としてダムを

壊すというような表現があったが、河川からの流入土砂量を増やす方法はそれだけ

ではない。誤解を招かないように発言する必要がある。 
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事務局：表現には注意して発言する。 

 

【実績のある施設・市民から提案のあった施設等の防護機能について】 

技術分科会では、事務局が実績のある施設・市民から提案のあった施設等の機能を示し

たことを説明した。また、今後、技術分科会委員から頂いたさまざまな検討の視点を参

考にして、対策としてどのような案が考え得るのか、耐久性、コスト、デメリット、効

果の大きさ、制度面、現状の技術力なども勘案しながら事務局で検討していくことを説

明した。事務局で検討する際には、材料やアイディア等、提案の一部を採用することも

あることを説明した。 

 

コーディネータ：市民提案工法について、どの工法がいいかという議論は、材料がなく

できないが、今後の検討の仕方や工法の評価に対する留意点についての意見をお願

いしたい。 

 

施設の機能評価について 

参加者：施設の機能評価をもっとわかりやすく示して欲しい。 

参加者：いろいろな視点で総合的に評価するべきである。 

事務局：実績のある施設と市民から提案のあった施設についてこのような機能があるの

ではないかという部分についてまとめたところである。これからは各施設のメリッ

ト、デメリット、費用面を含めて検討を行っていきたい。 

 

セットバックについて 

参加者：技術分科会で、セットバックは技術分科会で検討するものではないとの議論が

あったが、やはり、議論の対象にならないのか。 

事務局：セットバックは人の生活の仕方やまちづくりを含めた話であり、侵食対策検討

委員会、技術分科会における侵食対策に関する検討内容を超えた大きな話であるこ

とから、侵食対策検討委員会や技術分科会で検討する事は難しいと考えている。 

コーディネータ：侵食対策検討委員会・技術分科会のオブザーバーとしては、侵食対策

検討委員会でも議論があるのではないかと考えている。その結果を受けて最終的な

判断がなされると考えている。 

 

防護水準について 

参加者：談義所では、防護水準を 30 年確率と割り切って議論していくということか。河

川などの 100 年確率とまでは考えないということか。 

事務局：防護水準については、どこまでまもるのかという議論はあると思うが 30 年確率

波を想定して検討を進める。想定以上の被害が生じた際にはそれらを含めて検討し

ていく。 

 

津波について 

参加者：対策検討においては、地震のときに発生する津波は考慮されているのか。 
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事務局：この事業は津波対策を目的としているわけではないが、宮崎海岸では侵食対策

と津波対策で共通する部分は多い。砂浜が回復すれば海岸沿いの砂丘も維持される。

砂丘が維持されれば津波からの安全度も向上する。 

ただし、津波に対して万全にはならないので、皆さん個人個人が避難することも

大事である。 

事務局：県のホームページに、津波の予測結果が公開されている。ぜひ、見ていただき

たい。 

 

市民提案について 

参加者：市民提案工法のヒアリングの際は提案を伝えただけであった。(評価の際などに

は、)事務局側から、内容について詳しく聞くようにして欲しい。 

コーディネータ：今後工法の検討が進んだ際には個別に詳細を伺うことも考えられるの

で、その際にはご協力願いたい。 

 

以上。 
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